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株式会社千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）および株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズ

（代表取締役 加藤 重人）は、ちば興銀キャピタルパートナーズ第１号投資事業有限責任組合

（以下、「本ファンド」といいます。）を組成いたしました。 

本ファンドは、当行グループの投資専門会社である株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズが

運営・管理を行い、「事業承継」・「事業再生」・「創業支援」など、お客さまのニーズが多様化・高度

化し、さらに増加していることに対して、専門的な金融サービスを提供するものです。 

当行グループでは、本ファンドの活用を通じて、お客さまの多種多様なニーズや課題の解決に向

けて積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１． 本ファンドの概要 

名称 ちば興銀キャピタルパートナーズ第 1号投資事業有限責任組合 

ファンド総額 15億円 

出資者 有限責任組合員（LP） 株式会社千葉興業銀行 

無限責任組合員（GP） 株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズ 

存続期間 約 10年間 

設立日 2024年９月３日（火） 

投資対象 ・事業承継（分散する株式の集約や事業承継への不安を持つ企業） 

・事業再生（事業再生・成長支援を希望の企業） 

・創業支援（創業・起業期の企業） 

 

２． 株式会社ちば興銀キャピタルパートナーズの概要 

設立日 2024年７月１日(月) 

所在地 千葉市美浜区幸町二丁目２番２号 

代表者 加藤 重人 

資本金 50百万円 

株主 当行（100％） 

事業内容 ファンドの組成・運営管理 

 

「ちば興銀キャピタルパートナーズ第１号投資事業有限責任組合」の設立 



 

 

３．本ファンドのスキーム図 

 

以上 

 


